
令和４年９月２６日公示 

我孫子市告示第２１２号 

 

我孫子市障害児通所支援事業所総合緊急対策支援金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油

価格、電気料金、ガス料金等の物価の高騰の影響を受け、厳しい運営状況に

置かれている障害児通所支援事業所（市内に所在する児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援事業を

行う事業所をいう。以下同じ。）を支援するため、我孫子市障害児通所支援

事業所総合緊急対策支援金（以下「支援金」という。）を交付することにつ

いて、必要な事項を定めるものとする。  

（交付対象者等）  

第２条 支援金の交付の対象となる者は、令和４年４月から同年７月までの間

に児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援又は同条第４

項に規定する放課後等デイサービスを実施し、かつ、同年９月１日において

休止していない障害児通所支援事業所とする。  

２  前項の規定にかかわらず、失効前の我孫子市社会福祉施設総合緊急対策支

援金交付要綱（令和４年告示第１６２号）の規定による我孫子市社会福祉施

設総合緊急対策支援金の交付を受けている者に対しては、支援金を交付しな

い。  

 （支援金の額）  

第３条  支援金の額は、５万円とする。ただし、自動車による利用者の送迎を

実施しなかった者にあっては３万円とする。  

（交付の申請）  

第４条 支援金の交付を受けようとする者は、我孫子市障害児通所支援事業所

総合緊急対策支援金交付申請書（様式第１号）を令和４年１１月３０日まで

に市長に提出しなければならない。  

２  支援金の交付の申請は、一の障害児通所支援事業所につき１回に限る。  

（交付の決定）  

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、支援金の交付の可否を決定し、我孫子市障害児通所支援事業所総合緊



急対策支援金交付決定（却下）通知書（様式第２号）により、当該申請をし

た者に通知するものとする。  

（請求）  

第６条 前条の規定により交付の決定を受けた者（次条において「交付決定者」

という。）は、支援金の交付を受けようとするときは、我孫子市障害児通所

支援事業所総合緊急対策支援金交付請求書（様式第３号）を市長に提出しな

ければならない。  

２  市長は、前項の規定による支援金の交付の請求があったときは、速やかに

支援金を交付するものとする。  

（交付の決定の取消し及び返還）  

第７条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金

の交付の決定を取り消すとともに、既に支援金を交付しているときは、期限

を定めてその返還を命ずるものとする。  

（１）  偽りその他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたとき。  

（２） 支援金の交付の決定を受けた後に第２条第１項の要件を満たさない

ことが判明したとき。  

（補則）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。  

 

附 則  

（施行期日）  

１  この告示は、公示の日から施行する。  

（失効）  

２  この告示は、令和４年１２月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日

までに第５条の規定により交付の決定を受けた者に係る第７条に規定する

交付の決定の取消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。 


